
 今回は、「在宅医療とは」というテーマでお伝えします。 

在宅医療とは、医師が在宅療養支援診療所として登録した診療所を拠点に、計画的に患者の自宅 
に出向き治療を行うものです。また、看護師や薬剤師等との専門職が自宅で看ることもあります。 
 よく聞かれる往診は、容態が悪くなった際に緊急に出かけるものです。 
 これらは、入院による医療費の負担増対応や、患者が住み慣れた自宅で余生を過ごしたいとい 
うことで、’06年間に制度が発足しました。 
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在宅医療は、高齢で通院できない人、また、病状が比較的安定している人などが対象で、しか
も、自宅にて、介護できる人の存在があること等が条件となっていますので、誰でもが受けら
れるものではありません。  

 

■在宅医療の三分野 

 ・ 高齢者の看護や介護が中心 (通院できない人) 

 ・ 患者などが自ら医療技術を用いる在宅医療 (比較的安定している) 

 ・ 末期がん患者などに対する在宅末期医療 
   

■在宅医療の条件 (在宅で過ごすことのできる条件)  

 ・ 本人と家族が在宅での生活を切望している 

 ・ 実働できる介護力があること (実際に日常的に面倒看ることが必要となるからです) 

 ・ 安心できる医療体制があること (在宅医療体制や福祉サービス等の支援) 
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